
 
校
長
用
サ
ン
プ
ル
Ⅰ  

年
度
末
・
年
度
当
初
の
確
認
に
つ
い
て
の
申
し
入
れ 

案
① 

 
私
た
ち
は
、
日
本
国
憲
法
を
生
か
し
、
ど
の
子
も
人
間
と
し
て
大
切
に
す
る
教
育
を
実
現
す
る
た
め
に
日
々
尽
力
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
教
職
員
が
健
康
で
な
け
れ
ば
そ
れ
も

十
分
に
進
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
左
記
の
点
に
つ
い
て
申
し
入
れ
る
も
の
で
す
。 

一
、
勤
務
時
間
に
つ
い
て 

① 

勤
務
時
間
１
日
７
時
間
45
分
の
割
振
り
、
お
よ
び
時
差
勤
務
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
労
使
交
渉
事
項
で
あ
り
、
組
合
（
分
会
）
と
の
交
渉
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
。
テ
レ

ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
公
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
柔
軟
に
認
め
る
こ
と
。
特
に
介
護
、
妊
娠
中
、
病
気
や
ケ
ガ
等
の
職
員
に
対
し
て
優
先
し
て
取
得
を
認
め
る
こ
と
。 

② 

教
職
員
各
自
の
勤
務
時
間
の
正
確
な
把
握
に
努
め
、
虚
偽
の
打
刻
を
さ
せ
な
い
こ
と
。
土
・
日
な
ど
に
出
勤
し
た
際
に
も
打
刻
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
周
知
す
る
こ

と
。 

③ 

「
休
憩
時
間
」
の
扱
い
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
教
職
員
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
し
た
上
で
、「
在
校
等
時
間
」
か
ら
差
し
引
く
の
は
「
実
際
に
確
保
さ
れ
た
分
」
の
時
間
で
あ

る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
疲
労
回
復
な
ど
の
た
め
の
小
休
止
を
保
障
す
る
こ
と
。 

④ 

教
員
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
超
勤
４
項
目
」
以
外
の
時
間
外
勤
務
は
命
じ
な
い
こ
と
。
や
む
を
得
ず
行
っ
た
超
過
勤
務
に
つ
い
て
は
、
回
復
措
置
を
確
実
に
行
う
こ
と
。 

 

⑤ 

週
休
日
の
変
更
は
、
で
き
る
限
り
直
近
の
日
へ
の
変
更
を
行
う
こ
と
。 

⑥ 

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
関
し
て
、
体
育
的
・
文
化
的
行
事
の
朝
練
な
ど
、
学
校
行
事
等
に
関
わ
る
時
間
外
勤
務
が
あ
っ
た
場
合
、「
学
校
行
事
の
都
合
等
で
、
臨
機
応
変
な

勤
務
時
間
の
割
振
り
が
変
更
と
さ
れ
る
場
合
」
と
み
な
し
、
当
該
職
員
に
対
す
る
割
振
り
変
更
を
行
う
こ
と
。 

⑦ 

教
職
員
の
健
康
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
や
む
を
得
ず
勤
務
時
間
外
に
行
っ
た
仕
事
、
持
ち
帰
り
仕
事
、
休
日
出
勤
な
ど
の
勤
務
実
態
を
管
理
職
と
し
て
把
握
し
、
そ
の

改
善
に
努
め
る
こ
と
。 

⑧ 

給
特
法
に
該
当
し
な
い
学
校
事
務
職
員
、
栄
養
職
員
に
つ
い
て
は
、「
改
正
労
働
基
準
法
」
の
内
容
を
反
映
し
た
適
正
な
３６
協
定
を
結
び
、
実
態
に
合
っ
た
超
勤
手
当
を
支

払
う
手
続
き
を
と
る
こ
と
。 

⑨ 

長
時
間
過
密
労
働
の
解
消
に
向
け
、
分
会
（
組
合
）
と
の
十
分
な
話
し
合
い
を
も
ち
、
職
場
に
お
け
る
具
体
的
な
解
決
策
を
す
す
め
る
こ
と
。
ま
た
、
地
教
委
に
も
そ
の
観

点
か
ら
意
見
具
申
す
る
こ
と
。 

⑩ 

「
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」
に
つ
い
て
、
職
場
に
導
入
し
な
い
こ
と
。 

二
、
休
暇
・
権
利
に
つ
い
て 

① 

事
務
職
員
、
栄
養
職
員
も
含
め
て
、
学
校
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
妨
げ
な
い
こ
と
。 

② 

夏
季
休
暇
や
長
期
勤
続
休
暇
（
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
）
な
ど
が
、
必
ず
確
保
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

③ 

生
理
休
暇
、
妊
娠
中
の
勤
務
軽
減
、
母
子
保
健
健
診
、
育
児
時
間
の
保
障
な
ど
、
母
性
保
護
・
子
育
て
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
。 

④ 

介
護
休
暇
、
短
期
の
介
護
休
暇
、
子
ど
も
の
看
護
休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
育
児
短
時
間
勤
務
、
育
児
又
は
介
護
を
理
由
と
す
る
時
差
勤
務
な
ど
の
両
立
支
援
に
関
す
る
制

度
を
、
本
人
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
し
活
用
で
き
る
よ
う
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。 

⑤ 

長
期
休
業
中
の
自
主
研
修
に
つ
い
て
は
、
主
催
者
に
よ
っ
て
差
別
せ
ず
に
認
め
、
職
免
扱
い
と
す
る
こ
と
。 

三
、
学
校
運
営
に
つ
い
て 

 

① 

校
務
分
掌
の
決
定
や
職
員
会
議
の
運
営
な
ど
、
学
校
運
営
に
あ
た
っ
て
は
全
教
職
員
の
意
見
を
聞
き
、
意
向
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
行
う
こ
と
。
部
活
顧
問
に
つ
い
て
は
、
異

動
者
や
、
若
年
層
に
強
制
的
に
顧
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

② 

教
職
員
の
人
権
を
尊
重
し
、
職
場
で
の
全
職
員
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
根
絶
に
む
け
た
具
体
的
対
策
を
行
う
と
と
も
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
き
な
い
職
場
づ

く
り
と
再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
。
外
部
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
に
対
し
て
は
、
管
理
職
が
先
頭
に
立
ち
組
織
的
な
対
応
を
図
る
こ
と
。
地
教
委
に
対
し
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
窓

口
設
置
と
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
研
修
を
確
実
に
行
い
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化
を
求
め
る
こ
と
。 

③
産
育
休
、
病
休
に
よ
る
欠
員
を
生
ま
な
い
た
め
に
、
産
育
休
代
替
の
前
倒
し
任
用
な
ど
、
都
や
区
の
制
度
を
最
大
限
活
用
す
る
こ
と
。 

四
、
新
規
採
用
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て 

① 

新
規
採
用
者
に
つ
い
て
は
、
管
理
職
の
責
任
と
し
て
、
正
式
採
用
に
結
び
つ
く
よ
う
丁
寧
に
支
援
・
育
成
を
行
い
、
部
活
動
顧
問
の
強
制
、
単
独
で
保
護
者
か
ら
の
苦
情
対

応
な
ど
を
さ
せ
な
い
こ
と
。
期
限
付
任
用
教
員
に
つ
い
て
は
、
不
安
定
な
身
分
の
ま
ま
、
一
般
教
員
と
同
様
の
業
務
遂
行
が
求
め
ら
れ
る
事
情
を
配
慮
し
、
正
式
採
用
に
結
び

つ
く
よ
う
特
別
の
援
助
を
行
う
こ
と
。 

② 

新
規
採
用
者
を
支
え
る
体
制
を
十
分
に
整
え
る
と
と
も
に
、
教
職
員
間
の
交
流
を
図
る
こ
と
。 

③ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
、
本
人
の
経
験
が
生
か
せ
る
内
容
と
な
る
よ
う
、
ま
た
、
過
重
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
、
本
人
と
の
合
意
に
も
と
づ
く
運
用
を

行
う
と
と
も
に
、
制
度
化
さ
れ
た
両
立
支
援
制
度
が
十
分
活
用
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
会
計
年
度
任
用
職
員
の
雇
用
の
安
定
に
責
任
を
持
ち
、
１
年
ご
と
の
雇
用
の
不

安
を
無
く
す
と
と
も
に
、
５
年
後
ご
と
の
公
募
の
選
考
の
際
、
継
続
雇
用
と
な
る
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
時
間
講
師
に
対
し
て
、
前
歴
加
算
の
計
算
間
違
い
が
無
い
か
、

地
教
委
に
確
認
作
業
を
さ
せ
る
こ
と
。 

五
、
職
場
環
境
・
労
働
安
全
衛
生
体
制
に
つ
い
て 

① 

労
働
安
全
衛
生
法
に
も
と
づ
き
、
50
人
以
下
の
職
場
で
あ
っ
て
も
、
衛
生
委
員
会
等
を
設
置
し
、
快
適
な
職
場
環
境
の
実
現
と
労
働
条
件
の
改
善
に
努 

 

め
る
こ
と
。 

② 

管
理
職
の
責
任
で
労
働
時
間
を
把
握
し
、
月
80
時
間
の
時
間
外
労
働
が
生
じ
た
場
合
、
指
定
医
の
面
接
指
導
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

③ 

正
規
・
非
正
規
問
わ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
員
の
勤
務
時
間
と
職
務
内
容
に
つ
い
て
、
十
分
把
握
す
る
と
と
も
に
、
職
員
全
体
に
も
知
ら
せ
て
共
通
理
解
を
図
り
、
す
べ
て
の

職
員
が
働
き
や
す
い
職
場
を
つ
く
る
こ
と
。 

六
、
勤
勉
手
当
の
成
績
率
、
勤
務
成
績
に
基
づ
く
昇
給
に
つ
い
て 

① 

勤
勉
手
当
の
成
績
率
、
勤
務
成
績
に
基
づ
く
昇
給
に
つ
い
て
は
、
だ
れ
も
が
意
欲
を
も
っ
て
、
安
心
し
て
教
育
に
打
ち
込
め
る
制
度
運
用
と
な
る
よ
う
、
公
正
か
つ
客
観
的

に
推
薦
を
行
う
こ
と
。 

七
、
組
合
活
動
に
つ
い
て 

① 

組
合
へ
の
加
入
妨
害
、
脱
退
の
勧
め
、
組
合
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
利
益
な
扱
い
や
差
別
な
ど
、
不
当
労
働
行
為
は
厳
に
戒
め
る
こ
と
。 

② 

具
体
的
な
職
場
の
要
求
に
対
し
て
は
誠
実
な
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
、
要
求
の
実
現
に
む
け
、
と
り
く
む
こ
と
。 

職
場
の
独
自
要
求 

  
 

  

二
〇
二
五
年 
 
 

月 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
都
教
職
員
組
合 

 
 
 
 
 
 
 

支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分
会 

○
○
○ 

学
校
長 

 
 
 
 
 
 
 

様 

  



校
長
用
サ
ン
プ
ル
Ⅱ  

年
度
末
・
年
度
当
初
の
確
認
に
つ
い
て
の
申
し
入
れ 

案
② 

 
 
 

私
た
ち
は
、
日
本
国
憲
法
を
生
か
し
、
ど
の
子
も
人
間
と
し
て
大
切
に
す
る
教
育
を
実
現
す
る
た
め
に
日
々
尽
力
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

教
職
員
が
健
康
で
な
け
れ
ば
そ
れ
も
十
分
に
進
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
左
記
の
点
に
つ
い
て
申
し
入
れ
る
も
の
で
す
。 

 
 

一
、
勤
務
時
間
１
日
７
時
間
45
分
の
割
振
り
、
お
よ
び
時
差
勤
務
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
労
使
交
渉
事
項
で
あ
り
、
組
合
（
分
会
）
と
の
交

渉
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
。
テ
レ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
公
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
柔
軟
に
認
め
る
こ
と
。 

二
、
教
職
員
各
自
の
勤
務
時
間
の
正
確
な
把
握
に
努
め
、
虚
偽
の
打
刻
を
さ
せ
な
い
こ
と
。
土
・
日
な
ど
に
出
勤
し
た
際
に
も
打
刻
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
周
知
す
る
こ
と
。 

三
、
教
職
員
の
健
康
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
や
む
を
得
ず
勤
務
時
間
外
に
行
っ
た
仕
事
、
持
ち
帰
り
仕
事
、
休
日
出
勤
な
ど
の
勤
務
実

態
を
管
理
職
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。 

四
、
長
期
休
業
中
の
自
主
研
修
に
つ
い
て
は
、
主
催
者
に
よ
り
分
け
隔
て
な
く
認
め
、
職
免
扱
い
と
す
る
こ
と
。 

五
、「
休
憩
時
間
」
の
扱
い
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
教
職
員
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
し
た
上
で
、「
在
校
等
時
間
」
か
ら
差
し
引
く
の
は
「
実

際
に
確
保
さ
れ
た
分
」
の
時
間
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
疲
労
回
復
な
ど
の
た
め
の
小
休
止
を
保
障
す
る
こ
と
。 

六
、
教
員
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
超
勤
４
項
目
」
以
外
の
時
間
外
勤
務
は
命
じ
な
い
こ
と
。
や
む
を
得
ず
行
っ
た
超
過
勤
務
に
つ
い
て

は
、
回
復
措
置
を
確
実
に
行
う
こ
と
。 

 

七
、
週
休
日
の
変
更
は
、
で
き
る
限
り
直
近
の
日
へ
の
変
更
を
行
う
こ
と
。 

八
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
関
し
て
、
体
育
的
・
文
化
的
行
事
の
朝
練
な
ど
、
学
校
行
事
等
に
関
わ
る
時
間
外
勤
務
が
あ
っ
た
場
合
、「
学
校

行
事
の
都
合
等
で
、
臨
機
応
変
な
勤
務
時
間
の
割
振
り
が
変
更
と
さ
れ
る
場
合
」
と
み
な
し
、
当
該
職
員
に
対
す
る
割
振
り
変
更
を
行
う

こ
と
。 

九
、
給
特
法
に
該
当
し
な
い
学
校
事
務
職
員
、
栄
養
職
員
に
つ
い
て
は
、「
改
正
労
働
基
準
法
」
の
内
容
を
反
映
し
た
適
正
な
３
６
協
定
を
結

び
、
実
態
に
合
っ
た
超
勤
手
当
を
支
払
う
手
続
き
を
と
る
こ
と
。 

十
、「
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」
に
つ
い
て
、
職
場
に
導
入
し
な
い
こ
と
。 

十
一
、
事
務
職
員
、
栄
養
職
員
も
含
め
て
、
学
校
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
妨
げ
な
い
こ
と
。 

 

十
二
、
生
理
休
暇
、
妊
娠
中
の
勤
務
軽
減
、
母
子
保
健
健
診
、
育
児
時
間
の
保
障
な
ど
の
母
性
保
護
・
子
育
て
の
権
利
、
ま
た
、
介
護
休
暇
、 

 
 

短
期
の
介
護
休
暇
、
子
ど
も
の
看
護
休
暇
、
育
児
参
加
休
暇
、
育
児
短
時
間
勤
務
、
育
児
又
は
介
護
を
理
由
と
す
る
時
差
勤
務
な
ど
の
両 

 
 

立
支
援
に
関
す
る
制
度
を
、
本
人
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
し
活
用
で
き
る
よ
う
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。 

十
三
、 

教
職
員
の
人
権
を
尊
重
し
、
職
場
で
の
全
職
員
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
根
絶
に
む
け
た
具
体
的
対
策
を
行
う
と
と
も

に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
き
な
い
職
場
づ
く
り
と
再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
。
外
部
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
に
対
し
て
は
、
管
理
職
が
先
頭
に

立
ち
組
織
的
な
対
応
を
図
る
こ
と
。
地
教
委
に
対
し
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
窓
口
設
置
と
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
研
修
を
確
実
に
行
い
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化
を
求
め
る
こ
と
。
新
採
者
を
支
え
る
体
制
を
と
と
の
え
、
職
員
間
の
交
流
を
図
る
こ
と 

十
四
、
職
員
の
異
動
に
よ
っ
て
顧
問
が
不
在
と
な
っ
た
部
活
動
に
つ
い
て
、
新
採
や
残
留
す
る
教
職
員
に
顧
問
を
強
制
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、

外
部
指
導
員
を
活
用
し
、
で
き
る
範
囲
の
活
動
と
す
る
こ
と
。 

十
五
、
産
育
休
、
病
休
に
よ
る
欠
員
を
生
ま
な
い
た
め
に
、
産
育
休
代
替
の
前
倒
し
任
用
な
ど
、
都
や
区
の
制
度
を
最
大
限
活
用
す
る
こ
と
。 

十
六
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
、
本
人
の
経
験
が
生
か
せ
る
務
内
容
と
な
る
よ
う
、
ま
た
、
過
重
負
担
と
な
ら
な
い
よ

う
合
意
に
も
と
づ
く
運
用
を
行
う
と
と
も
に
、
制
度
化
さ
れ
た
両
立
支
援
制
度
が
十
分
活
用
で
き
る
よ
う
、
配
慮
す
る
こ
と
。 

十
七
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
雇
用
の
安
定
に
責
任
を
持
ち
、
１
年
ご
と
の
雇
用
の
不
安
を
無
く
す
と
と
も
に
、
５
年
後
ご
と
の
公
募
の
選

考
の
際
、
継
続
雇
用
と
な
る
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
時
間
講
師
に
対
し
て
、
前
歴
加
算
の
計
算
間
違
い
に
よ
る
が
無
い
か
、
地
教

委
に
確
認
作
業
を
さ
せ
る
こ
と
。 

十
八
、
長
時
間
過
密
労
働
の
解
消
に
向
け
、
分
会
（
組
合
）
と
の
十
分
な
話
し
合
い
を
も
ち
、
具
体
的
な
解
決
策
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、

労
働
安
全
衛
生
法
に
も
と
づ
き
、
50
人
以
下
の
職
場
で
あ
っ
て
も
、
衛
生
委
員
会
等
を
設
置
し
、
快
適
な
職
場
環
境
の
実
現
と
労
働
条
件

の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。 
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